
新潟市障がい福祉サービス等利用者負担軽減助成実施要綱 

（目 的） 

第１条 この要綱は、障がい者（児）が、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下

「児福法」という。）に規定する障害児通所支援及び障害児入所支援、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「支

援法」という。）に規定する障害福祉サービス、又はそれらに類する福祉サービスのう

ち市長が認めた福祉サービス（以下「障害福祉サービス等」という。）を利用する際の

利用者負担に対する軽減助成（以下「助成」という。）を実施することにより、新たな

制度への円滑な移行を図り障がい者（児）の生活の安定及び自立を促進することを目的

とする。 

（実施主体） 

第２条 助成の実施主体は、新潟市とする。 

（利用者負担軽減助成の対象者） 

第３条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 支援法第１９条第１項に規定する新潟市の介護給付費及び訓練等給付費並びに

特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の決定を受けたもの（障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下

「施行令」という。）第１７条第１項第４号に該当する者を除く。） 

（２） 支援法第７６条の２第１項に規定する新潟市の高額障害福祉サービス等給付費

の支給決定を受けたもの 

（３） 児福法第２１条の５の７第１項に規定する新潟市の障害児通所給付費及び第２

４条の３第２項に規定する障害児入所給付費の支給の決定を受けたもの（児童福祉法

施行令（昭和２３年政令第７４号）第２４条第１項第４号及び第２７条の２第１項第

３号に該当するものを除く。） 

（４） 児童法第２１条の５の１２第１項に規定する新潟市の高額障害児通所給付費及

び第２４条の６第１項に規定する高額障害児入所給付費の支給の決定を受けたもの 

（助成の内容） 

第４条 市長は、障害福祉サービス等の利用に係る利用者負担額又は施行令第４３条の６

に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額若しくは児童福祉法施行令第２５

条の６に規定する高額障害児通所給付費算定基準額及び第２７条の５に規定する高額障

害児入所給付費算定基準額の１００分の２０に相当する額（以下「助成額」という。）

を助成するものとする。

２ 前条第２号又は第４号に該当する者が、それぞれ同一の世帯に２人以上いる世帯（以

下「同一世帯」という。）は、前項の規定による助成額を同一世帯員数で除した額を助

成額とする。 

（認定証の申請等） 

第５条 助成を受けようとする者は、別記様式第１号による申請書により市長に申請しな

ければならない。 

 （認定証の交付等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請をした者に対して、助成の認定を決定した場合は



別記様式第２号による認定通知書により、申請の却下を決定した場合は別記様式第３号

による却下決定通知書により通知するものとする。 

２ 市長は、前項により助成の認定の決定を受けた者（以下「助成認定者」という。）に

対して、別記様式第４号による認定証を交付するものとする。ただし、第３条第１号及

び第３号に該当する者について、当該各号の支給決定の通知書又は受給者証（以下「受

給者証等」という。）に、助成対象者であることが記載されている場合には、第５条及

び前項の規定の取り扱いを省略して助成対象者とみなし、当該受給者証等を認定証とみ

なすものとする。 

 （認定証の有効期限） 

第７条 認定証の有効期限は、認定証の交付された日以後の最初に到来する３月３１日ま

でとする。ただし、前条第２項の規定により認定証とみなされた受給者証等に支給の期

間等の定めがある場合には、当該受給者証等の期間等の終了年月日を有効期限とする。 

 （認定証の更新等） 

第８条 市長は、助成対象者（第６条第２項ただし書によりみなされた助成対象者（以下

「みなし助成対象者」という。）は除く。）が、認定証の有効期限満了後も引き続き認

定資格を有するときは、認定証を更新して交付するものとする。 

２ 助成対象者（みなし助成対象者は除く。）は、認定証を汚損し、又は亡失したときは、

別記様式第５号による再交付申請書により市長に申請し、認定証の再交付を受けなけれ

ばならない。 

 （認定証の提示） 

第９条 助成対象者は、助成に係る障害福祉サービス等を提供する事業所又は施設（以下

「事業所等」という。）から当該障害福祉サービス等を受けるときは、当該事業所等に

認定証を提示しなければならない。 

 （届出義務等） 

第１０条 助成対象者（みなし助成対象者は除く。）は、氏名又は住所を変更した場合は、

速やかに別記様式第６号による届出書に認定証を添えて市長に届け出なければならない。 

２ 助成対象者（みなし助成対象者は除く。）又はその関係者は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、すみやかに別記様式第６号による届出書により市長に届け出るととも

に、認定証を返還しなければならない。 

 （１） 助成対象者の助成に係る障害福祉サービス等の利用者負担が発生しなくなった

場合 

 （２） 助成対象者が死亡した場合 

 （３） 助成対象者の援護の実施者が、新潟市でなくなった場合 

 （助成の方法） 

第１１条 市長は、別記様式第７号による請求書に基づき、助成対象者へ助成を行うもの

とする。ただし、事業所等が、利用者負担額の算定の際に助成額を控除した額を助成対

象者へ請求する場合につき、市長は当該事業所等に第４条の助成額を支払うことができ

るものとする。 

２ 助成対象者及び事業所等は、当該障害福祉サービス等の提供について契約をするにあ

たり、前項の助成の方法を確認するものとし、当該事業所は、当該契約の内容を市長へ

報告するものとする。 



３ 第１項ただし書に該当する事業所等は、助成対象者が利用した１月分の実績に基づく

利用者負担額に係る助成額を別記様式第８号による請求書により市長に請求するものと

する。 

４ 第１項ただし書に該当する事業所等は、前項の請求について、請求内容の内訳及び当

該障害福祉サービス等の利用実績が確認できる書類等を添付しなければならない。 

５ 第１項ただし書に該当する事業所等は、市長から第１項による助成額を受領した場合

は、当該助成対象者に対し、受領の内容を通知しなければならない。 

（助成の返還等） 

第１２条 市長は、虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又

は一部を返還させることができる。 

２ 前項に規定する場合のほか、市長が必要と認める場合は、既に助成を受けた額の全部

又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和５年３月の障

害福祉サービス等の利用分に係る助成については、失効の日を過ぎても、なお従前の取

り扱いとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市障害福祉サービス等利用者負担軽減助成実施要綱の規定は、平成１８

年１０月の利用分から適用し、同年９月までの利用分については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の新潟市障害福祉サービス等利用者負担軽減助成実施要綱の規定は、平成１９

年４月の利用分から適用し、同年３月までの利用分については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の新潟市障害福祉サービス等利用者負担軽減助成実施要綱の規定は、平成２２



年４月の利用分から適用し、同年３月までの利用分については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


